
略称普通保険約款の名称
財形積立貯蓄保険普通保険約款
財形住宅貯蓄保険普通保険約款
財形終身年金保険普通保険約款

財形積立約款
財形住宅約款
財形終身年金約款

▶▶

4/1 4/30 5/1 6/1 7/1 7/19 7/20 7/31

1カ月目

払込時期
（4/1～4/30）

失効日7/20

払込猶予期間
（5/1～7/19）

2カ月目 3カ月目
失効

●「毎年２回」（勤務先が指定した時期です。）、すでに払い込んだ保険料の合計額、将来の保険金または年金の
支払いのために積み立てられた金額および契約者配当金の額を記載した「【財形保険料】累計額等のお知ら
せ」を勤務先を通じて交付します。

●保険料は、勤務先がご契約者に支払う賃金から控除し、「財形貯蓄取扱依頼書」または「覚書」に基づいて勤
務先（勤務先が財形事務を事務代行団体に委託しているときは、事務代行団体）が当社の支店または郵便局
もしくは集金人に払い込むことになっています。

●「財形積立貯蓄保険」において、ご契約者が「転職、出向または転任したときで、転職先などの事業主が財形
貯蓄契約の取り扱いを行っていない場合」は、転職、出向または転任をした日から「２年間」に限り、事務代行
団体との間で財形法に規定する払込代行契約を締結し、その締結の日から「１年間」に限り、事務代行団体を
経由して保険料を払い込むことにより契約を継続することができます。

●ただし、失効した財形積立貯蓄保険の契約については、この限りではありません。

●保険料は毎月末までに払い込んでください。一時的に保険料の払い込みに差し支えがあるときは、次の例のよう
な「払込猶予期間」が設けられています。

●「払込猶予期間」内に保険料の払い込みがないときは、「払込猶予期間」の最終日の翌日に契約は効力を失い
（「失効」といいます。）、保険金や年金の受け取りができなくなります。

●保険料の払込猶予期間の例（20日が契約日のとき）

保険料の払い込みが遅れると、契約は効力を失います。

約款参照…財形積立約款・財形住宅約款「第8・9条」、財形終身年金約款「第11・12条」

●保険料の払い込みの中断（保険料払済契約への変更）　
保険料の払い込みを中断し、それまで払い込んだ保険料に見合う額に、保険金額または年金額を減額する方法
です。
退職、育児休業、海外転勤などにより保険料の払い込みができなくなる場合であっても、その事由が発生する前
に上記の保険料払済契約への変更の手続きを行うことにより契約を継続することができます。

●保険料額の減額変更
保険料額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法です。

●保険金額の減額変更
保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法です。

●下記の「保険料額の減額変更」については、現在の基本契約が契約日を含めて２年以上継続している場合に利用
できます。

保険料の都合がつかない場合でも、契約を有効に継続する方法があります。

しおり・約款参照…「現在の契約の解約・減額などを前提に新たな契約の申し込みを検討されているお客さまへ」（10ページ）、財形積立約款
「第22条」、財形住宅約款「第24条」、財形終身年金約款「第22条」

約款参照…………財形積立約款「第23条」、財形住宅約款「第25条」
約款参照…………財形積立約款「第24条」、財形住宅約款「第26条」、財形終身年金約款「第23条」
約款参照…………財形積立約款「第25・29条」、財形住宅約款「第28・32条」、財形終身年金約款「第25・29条」④＊

③＊
②＊

①＊

①＊

②＊

③＊

●利用に際しては、当社の定めた条件の範囲内での取り扱いとなります。

●上記の保険料払済契約への変更後2年を経過する前に保険料の払い込みを再開する
手続き（保険料払済契約の復旧）　   がないときは、一定の場合を除き、その契約の解約
があったものとみなします。

ご
注
意

④＊

保険料の払い込みが難しい場合3保険料の払込方法1

保険料の払込猶予期間と契約の失効2

保険料の払い込みを中断して契約を継続したいとき

保険料の負担を軽くしたいとき

3 払込代行契約による払い込みの特則

2 払込保険料額などの通知

1 保険料の払込方法

●財形商品には、契約の復活の取り扱いはありません。ご
注
意
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この冊子の記載内容は、2026年5月2日現在の取り扱いを説明しております。
不明な点がありましたら、その時点での最新の取り扱いを案内しますので、
「問い合わせ窓口」107ページにお問い合わせください。

（注）この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。

この「ご契約のしおり・約款」をご覧いただく に当たって
この冊子の内容は、次の2つの部分に分かれています。 「ご契約のしおり」本文の見かた

この冊子は、このようにお使いいただくと便利です。

当社（株式会社かんぽ生命保険）は、日本郵政グループに属しており、
日本郵便株式会社（郵便局）に、当社の業務の一部を委託しています。

●当社は、保険料の収納業務、保険金の支払請求などの業務の一部を日本郵政グループの日本郵便株式会社
（郵便局）に委託しています。

（1）加入できる方の制限

加入限度額などの範囲内で申し込みください。

●「財形積立貯蓄保険」、「財形住宅貯蓄保険」および「財形終身年金保険」では、ご契約者および被保険者が同一人
（財形終身年金保険では、年金受取人も同一人）で、かつ、勤労者財産形成促進法（以下「財形法」といいます。）に
規定する勤労者であることが必要です。

（2）加入できる契約数の制限
●すでに財形法上における勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者の方は、新たに勤労者財産形成住
宅貯蓄契約を締結することはできません。また、すでに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者の方
は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することはできません。

●保険料について事業主による賃金控除・払込代行が行われる必要があることや、事業主が親族の場合には、財形
法上の勤労者と認められることが必要（例：事業主と同居し、生計を一にする親族は勤労者に該当しないなど）であ
ることなどの要件を満たすことが必要です。

●これらの要件に適合しない場合には契約は無効となります。

【財形法第２条第１号】
「勤労者」とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいいます。

財形商品については、上記の加入限度額の他に関係法令などに関する制限があります。

（3）加入できる払込保険料および年金の限度額
●当社の保険契約は、法令により、被保険者１人について、加入できる金額の限度（加入限度額）があります。
「財形積立貯蓄保険」および「財形住宅貯蓄保険」では払込保険料総額、「財形終身年金保険」では年金額につい
て制限があります。

①払込保険料総額の加入限度額
被保険者1人につき･･･550万円
②年金の加入限度額
被保険者1人につき･･･年額の合計90万円

●加入限度額を超えた申し込みがあったときは、その申し込みは引き受けできません。

●基本契約の成立後に加入限度額の超過が判明したときには、超過した基本契約を解除することがあります　　。

●被保険者が「簡易生命保険契約」　　に加入されているときには、当社の生命保険に加入できる「払込保険料の
総額」または「年金額」は、上記の金額から、簡易生命保険契約の「払込保険料の総額」または「年金額」を差し引い
た額となります。

約款参照…財形積立約款・財形住宅約款「第13条」、財形終身年金約款「第17条」
……………独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構　　 が日本郵政公社から承継した簡易生命保険

の保険契約
……………日本郵政公社が解散時点で保有していた郵便貯金契約および簡易生命保険契約を承継し、管理することを業務とする独立

行政法人（https://www.yuchokampo.go.jp/）

●保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに成立します。

●当社が契約の申し込みを承諾したときには「承諾の通知」に代えて、ご契約者に
「保険証券」を勤務先を経由して交付します。

当社の商品を取り扱う生命保険募集人（当社の支店や郵便局の社員）は、保険契約
の締結の代理権はありません。

Web参照…2025年11月現在の法令に基づいて記載しています。今後、法令の改正によって変更となる場合もあります。また、当社の取り扱う
商品は、将来の制度改正などにより変更することがあります。当社の加入限度額に関する最新の情報は、
当社Webサイト（https://www.jp-life.japanpost.jp/）で確認してください。

①＊
②＊

③＊

①＊

②＊

③＊

当社と郵便局との関係1

生命保険募集人と契約の成立2

加入の制限3
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約 款
「約款」とは、「契約の加入から消滅までのとり

きめ（契約内容）」を定めたものをいい、保険

金を支払う条件などについて記載しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

普通保険約款

特則条項

○財形積立貯蓄保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
46

○財形住宅貯蓄保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
63

○財形終身年金保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
83

○指定代理請求特則Ⅱ条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
98
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●ご契約のしおり

▶ 6～43ページ ▶ 45～101ページ

●約　款

契約内容（約款）のなかでも、ぜひ
知っておいていただきたい重要な
事項をわかりやすく説明していま
す。詳細は約款をご覧ください。

「契約の加入から消滅までのとり
きめ（契約内容）」を定めたもの
をいい、保険金を支払う条件な
どについて記載しています。

「ご契約のしおり」には、お客さまの契約に関する重要なお知らせを掲載しております。
下記の点を参考に、この冊子をお読みください。

目的からページを探したい わからないことばがある

目的別もくじ 4～5ページ 用語解説 104～106ページ

［ご契約のしおり・約款］はじめに

▶

この冊子では、必要に応じて普通保険約款の名称を以下のとおり【略称】を用いて表示
しています。

…関連する情報が記載
されているページま
たは項目を案内して
います。

…この項目に関連する
Webサイトを案内し
ています。

…記載内容についてあ
わせて確認いただき
たい事項を案内して
います。

＊

普通保険約款の名称について【略称】▶

引っ越し
したんだけど、
どうすれば
いいの？

加入年齢？約款？
何のことだろう

そのページの
記載内容を
簡単にまとめた
ものです。

特に注意して
いただきたい
事項を
説明しています。

「もくじ」にある
項目が
タイトルになって
います。

さらに
項目分けした
タイトルです。

欄外のマークに
ついて
マークには、
以下のようなもの
があります。



略称普通保険約款の名称
財形積立貯蓄保険普通保険約款
財形住宅貯蓄保険普通保険約款
財形終身年金保険普通保険約款

財形積立約款
財形住宅約款
財形終身年金約款

▶▶

4/1 4/30 5/1 6/1 7/1 7/19 7/20 7/31

1カ月目

払込時期
（4/1～4/30）

失効日7/20

払込猶予期間
（5/1～7/19）

2カ月目 3カ月目
失効

●「毎年２回」（勤務先が指定した時期です。）、すでに払い込んだ保険料の合計額、将来の保険金または年金の
支払いのために積み立てられた金額および契約者配当金の額を記載した「【財形保険料】累計額等のお知ら
せ」を勤務先を通じて交付します。

●保険料は、勤務先がご契約者に支払う賃金から控除し、「財形貯蓄取扱依頼書」または「覚書」に基づいて勤
務先（勤務先が財形事務を事務代行団体に委託しているときは、事務代行団体）が当社の支店または郵便局
もしくは集金人に払い込むことになっています。

●「財形積立貯蓄保険」において、ご契約者が「転職、出向または転任したときで、転職先などの事業主が財形
貯蓄契約の取り扱いを行っていない場合」は、転職、出向または転任をした日から「２年間」に限り、事務代行
団体との間で財形法に規定する払込代行契約を締結し、その締結の日から「１年間」に限り、事務代行団体を
経由して保険料を払い込むことにより契約を継続することができます。

●ただし、失効した財形積立貯蓄保険の契約については、この限りではありません。

●保険料は毎月末までに払い込んでください。一時的に保険料の払い込みに差し支えがあるときは、次の例のよう
な「払込猶予期間」が設けられています。

●「払込猶予期間」内に保険料の払い込みがないときは、「払込猶予期間」の最終日の翌日に契約は効力を失い
（「失効」といいます。）、保険金や年金の受け取りができなくなります。

●保険料の払込猶予期間の例（20日が契約日のとき）

保険料の払い込みが遅れると、契約は効力を失います。

約款参照…財形積立約款・財形住宅約款「第8・9条」、財形終身年金約款「第11・12条」

●保険料の払い込みの中断（保険料払済契約への変更）　
保険料の払い込みを中断し、それまで払い込んだ保険料に見合う額に、保険金額または年金額を減額する方法
です。
退職、育児休業、海外転勤などにより保険料の払い込みができなくなる場合であっても、その事由が発生する前
に上記の保険料払済契約への変更の手続きを行うことにより契約を継続することができます。

●保険料額の減額変更
保険料額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法です。

●保険金額の減額変更
保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法です。

●下記の「保険料額の減額変更」については、現在の基本契約が契約日を含めて２年以上継続している場合に利用
できます。

保険料の都合がつかない場合でも、契約を有効に継続する方法があります。

しおり・約款参照…「現在の契約の解約・減額などを前提に新たな契約の申し込みを検討されているお客さまへ」（10ページ）、財形積立約款
「第22条」、財形住宅約款「第24条」、財形終身年金約款「第22条」

約款参照…………財形積立約款「第23条」、財形住宅約款「第25条」
約款参照…………財形積立約款「第24条」、財形住宅約款「第26条」、財形終身年金約款「第23条」
約款参照…………財形積立約款「第25・29条」、財形住宅約款「第28・32条」、財形終身年金約款「第25・29条」④＊

③＊
②＊

①＊

①＊

②＊

③＊

●利用に際しては、当社の定めた条件の範囲内での取り扱いとなります。

●上記の保険料払済契約への変更後2年を経過する前に保険料の払い込みを再開する
手続き（保険料払済契約の復旧）　   がないときは、一定の場合を除き、その契約の解約
があったものとみなします。

ご
注
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④＊

保険料の払い込みが難しい場合3保険料の払込方法1

保険料の払込猶予期間と契約の失効2

保険料の払い込みを中断して契約を継続したいとき

保険料の負担を軽くしたいとき

3 払込代行契約による払い込みの特則

2 払込保険料額などの通知

1 保険料の払込方法

●財形商品には、契約の復活の取り扱いはありません。ご
注
意
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この冊子の記載内容は、2026年5月2日現在の取り扱いを説明しております。
不明な点がありましたら、その時点での最新の取り扱いを案内しますので、
「問い合わせ窓口」107ページにお問い合わせください。

（注）この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。

この「ご契約のしおり・約款」をご覧いただく に当たって
この冊子の内容は、次の2つの部分に分かれています。 「ご契約のしおり」本文の見かた

この冊子は、このようにお使いいただくと便利です。

当社（株式会社かんぽ生命保険）は、日本郵政グループに属しており、
日本郵便株式会社（郵便局）に、当社の業務の一部を委託しています。

●当社は、保険料の収納業務、保険金の支払請求などの業務の一部を日本郵政グループの日本郵便株式会社
（郵便局）に委託しています。

（1）加入できる方の制限

加入限度額などの範囲内で申し込みください。

●「財形積立貯蓄保険」、「財形住宅貯蓄保険」および「財形終身年金保険」では、ご契約者および被保険者が同一人
（財形終身年金保険では、年金受取人も同一人）で、かつ、勤労者財産形成促進法（以下「財形法」といいます。）に
規定する勤労者であることが必要です。

（2）加入できる契約数の制限
●すでに財形法上における勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者の方は、新たに勤労者財産形成住
宅貯蓄契約を締結することはできません。また、すでに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者の方
は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することはできません。

●保険料について事業主による賃金控除・払込代行が行われる必要があることや、事業主が親族の場合には、財形
法上の勤労者と認められることが必要（例：事業主と同居し、生計を一にする親族は勤労者に該当しないなど）であ
ることなどの要件を満たすことが必要です。

●これらの要件に適合しない場合には契約は無効となります。

【財形法第２条第１号】
「勤労者」とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいいます。

財形商品については、上記の加入限度額の他に関係法令などに関する制限があります。

（3）加入できる払込保険料および年金の限度額
●当社の保険契約は、法令により、被保険者１人について、加入できる金額の限度（加入限度額）があります。
「財形積立貯蓄保険」および「財形住宅貯蓄保険」では払込保険料総額、「財形終身年金保険」では年金額につい
て制限があります。

①払込保険料総額の加入限度額
被保険者1人につき･･･550万円
②年金の加入限度額
被保険者1人につき･･･年額の合計90万円

●加入限度額を超えた申し込みがあったときは、その申し込みは引き受けできません。

●基本契約の成立後に加入限度額の超過が判明したときには、超過した基本契約を解除することがあります　　。

●被保険者が「簡易生命保険契約」　　に加入されているときには、当社の生命保険に加入できる「払込保険料の
総額」または「年金額」は、上記の金額から、簡易生命保険契約の「払込保険料の総額」または「年金額」を差し引い
た額となります。

約款参照…財形積立約款・財形住宅約款「第13条」、財形終身年金約款「第17条」
……………独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構　　 が日本郵政公社から承継した簡易生命保険

の保険契約
……………日本郵政公社が解散時点で保有していた郵便貯金契約および簡易生命保険契約を承継し、管理することを業務とする独立

行政法人（https://www.yuchokampo.go.jp/）

●保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに成立します。

●当社が契約の申し込みを承諾したときには「承諾の通知」に代えて、ご契約者に
「保険証券」を勤務先を経由して交付します。

当社の商品を取り扱う生命保険募集人（当社の支店や郵便局の社員）は、保険契約
の締結の代理権はありません。

Web参照…2025年11月現在の法令に基づいて記載しています。今後、法令の改正によって変更となる場合もあります。また、当社の取り扱う
商品は、将来の制度改正などにより変更することがあります。当社の加入限度額に関する最新の情報は、
当社Webサイト（https://www.jp-life.japanpost.jp/）で確認してください。

①＊
②＊

③＊

①＊

②＊

③＊

当社と郵便局との関係1

生命保険募集人と契約の成立2

加入の制限3
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約 款
「約款」とは、「契約の加入から消滅までのとり

きめ（契約内容）」を定めたものをいい、保険

金を支払う条件などについて記載しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

普通保険約款

特則条項

○財形積立貯蓄保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
46

○財形住宅貯蓄保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
63

○財形終身年金保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
83

○指定代理請求特則Ⅱ条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
98
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●ご契約のしおり

▶ 6～43ページ ▶ 45～101ページ

●約　款

契約内容（約款）のなかでも、ぜひ
知っておいていただきたい重要な
事項をわかりやすく説明していま
す。詳細は約款をご覧ください。

「契約の加入から消滅までのとり
きめ（契約内容）」を定めたもの
をいい、保険金を支払う条件な
どについて記載しています。

「ご契約のしおり」には、お客さまの契約に関する重要なお知らせを掲載しております。
下記の点を参考に、この冊子をお読みください。

目的からページを探したい わからないことばがある

目的別もくじ 4～5ページ 用語解説 104～106ページ

［ご契約のしおり・約款］はじめに

▶

この冊子では、必要に応じて普通保険約款の名称を以下のとおり【略称】を用いて表示
しています。

…関連する情報が記載
されているページま
たは項目を案内して
います。

…この項目に関連する
Webサイトを案内し
ています。

…記載内容についてあ
わせて確認いただき
たい事項を案内して
います。

＊

普通保険約款の名称について【略称】▶

引っ越し
したんだけど、
どうすれば
いいの？

加入年齢？約款？
何のことだろう

そのページの
記載内容を
簡単にまとめた
ものです。

特に注意して
いただきたい
事項を
説明しています。

「もくじ」にある
項目が
タイトルになって
います。

さらに
項目分けした
タイトルです。

欄外のマークに
ついて
マークには、
以下のようなもの
があります。

1000 1



ご契約のしおり部分
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